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資
料
４

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
保
育
要
領
（
仮
称
）
の
策
定
に
関
す
る
合
同
の
検
討
会
議
運
営
規
則
案

平

成

二

十

五

年

六

月

日

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
保
育
要
領
（
仮
称
）

の
策
定
に
関
す
る
合
同
の
検
討
会
議
決
定

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
保
育
要
領
（
仮
称
）
の
策
定
に
関
す
る
合
同
の
検
討
会
議
運
営
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
保
育
要
領
（
仮
称
）
の
策
定
に
関
す
る
合
同
の
検
討
会
議
（
以
下
「
合
同
会
議
」
と
い

う
。
）
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
合
同
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
会
議
の
招
集
）

第
二
条

合
同
会
議
は
、
必
要
に
応
じ
、
座
長
が
招
集
す
る
。
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２

座
長
は
、
合
同
会
議
を
召
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、
場
所
及
び
議
題
を
合
同
会
議
の
委
員
（
以

下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

座
長
は
、
議
長
と
し
て
合
同
会
議
の
議
事
を
整
理
す
る
。

（
議
事
）

第
三
条

合
同
会
議
は
、
委
員
の
三
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

合
同
会
議
の
議
事
は
、
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
座
長
の
決
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
四
条

合
同
会
議
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、

資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
議
の
公
開
）

第
五
条

合
同
会
議
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
座
長
が
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
公
平
か
つ
中
立
な
審
議
に
著
し
い

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
を
非
公
開
と
す
る
こ
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と
が
で
き
る
。

（
会
議
の
傍
聴
）

第
六
条

合
同
会
議
の
会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課
又
は

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
保
育
課
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
手
続
に
よ
り

登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
傍
聴
人
」
と
い
う
。
）
は
、
座
長
の
許
可
を
受
け
て
、
会
議

を
撮
影
し
、
録
画
し
、
又
は
録
音
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

登
録
傍
聴
人
は
、
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
務
局
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
申
請
す
る
と
と
も
に
、
会

議
を
撮
影
し
、
録
画
し
、
又
は
録
音
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
事
務
局
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

登
録
傍
聴
人
は
、
会
議
の
進
行
を
妨
げ
る
行
為
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

５

座
長
は
、
登
録
傍
聴
人
が
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
ず
、
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
局
の
指
示

に
従
わ
ず
に
会
議
を
撮
影
し
、
録
画
し
、
若
し
く
は
録
音
し
た
と
き
、
又
は
前
項
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
退
場

を
命
ず
る
等
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
会
議
資
料
の
公
開
）

第
七
条

座
長
は
、
合
同
会
議
の
会
議
に
お
い
て
配
付
し
た
資
料
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
座
長
は
、
公
開

す
る
こ
と
に
よ
り
公
平
か
つ
中
立
な
審
議
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
会
議
資
料
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
事
録
の
公
開
）

第
八
条

座
長
は
、
合
同
会
議
の
会
議
の
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

会
議
の
日
時
及
び
場
所

二

出
席
し
た
委
員
の
氏
名

三

議
事
と
な
っ
た
事
項

２

議
事
録
は
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
座
長
は
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
公
平
か
つ
中
立
な
審
議
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
座
長
は
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
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事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
合
同
会
議
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
合
同
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

座
長
が
合
同
会
議
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
合
同
会
議
の
決
定
の
日
（
平
成
二
十
五
年
六
月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。


